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秋田市教育委員会行政組織規則の一部改正

第１ 改正理由

スポーツ振興課の分掌する事務を改めるため、改正しようとするもの

である。

第２ 改正要旨

１ 第８条関係（事務局の分掌事務等）

スポーツ振興課の分掌する事務から、「東北総合体育大会」に関す

る事務を削除するもの

２ 附則関係

施行は、平成25年４月１日からとするもの

定例会資料：議案第４号
平成２５年３月１９日
総 務 課
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秋田市教育委員会行政組織規則新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略）

（事務局の分掌事務等） （事務局の分掌事務等）

第８条 事務局の課および室の分掌する事務は､ 第８条 事務局の課および室の分掌する事務は､

おおむね次のとおりとする。 おおむね次のとおりとする。

総務課～学校教育課 （略） 総務課～学校教育課 （略）

スポーツ振興課 スポーツ振興課

(1) 生涯スポーツの振興に関する総合企画お (1) 生涯スポーツの振興に関する総合企画お

よび実施に関すること。 よび実施に関すること。

(2) スポーツ団体の育成に関すること。 (2) スポーツ団体の育成に関すること。

(3) 各種スポーツ大会および行事の開催に関 (3) 各種スポーツ大会および行事の開催に関

すること。 すること。

(4) スポーツ施設の設置および廃止ならびに (4) スポーツ施設の設置および廃止ならびに

管理に関すること。 管理に関すること。

(5) 学校体育施設の開放に関すること。 (5) 学校体育施設の開放に関すること。

(6) スポーツ推進委員に関すること。 (6) スポーツ推進委員に関すること。

(7) スポーツ振興基金の管理に関すること。 (7) スポーツ振興基金の管理に関すること。

(8) 八橋運動公園内の体育施設に関すること｡ (8) 八橋運動公園内の体育施設に関すること｡

(9) 八橋運動公園の管理に関すること。 (9) 八橋運動公園の管理に関すること。

(10) 土崎市民グラウンドに関すること。 (10) 土崎市民グラウンドに関すること。

(11) 一つ森公園弓道場に関すること。 (11) 一つ森公園弓道場に関すること。

(12) 屋内多目的運動場に関すること。 (12) 屋内多目的運動場に関すること。

(13) 北野田公園内の体育施設に関すること。 (13) 北野田公園内の体育施設に関すること。

(14) 北野田公園の管理に関すること。 (14) 北野田公園の管理に関すること。

(15) 東北総合体育大会に関すること。

(15) 課の予算経理に関すること。 (16) 課の予算経理に関すること。

２～５ （略） ２～５ （略）

以下 （略） 以下 （略）
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秋田市教育委員会の権限に属する事務を秋田公立美術工芸

短期大学学長および事務局長に委任する規則の廃止

第１ 廃止理由

秋田公立美術大学附属高等学院に係る全ての事務を教育委員会が行う

ことに伴い、廃止しようとするものである。

※廃止は、平成25年４月１日からとする。

定例会資料：議案第５号
平成２５年３月１９日
総 務 課
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秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正

第１ 改正理由

秋田公立美術大学附属高等学院に係る全ての事務を教育委員会が行う

ことに伴い、規定を整備するため、改正しようとするものである。

第２ 改正要旨

１ 第１条関係（教育長への委任）

教育委員会で決定すべき事項を除き、秋田公立美術大学附属高等学

院に係る教育事務についても教育長に委任することとするもの

２ 附則関係

施行は、平成25年４月１日からとするもの

定例会資料：議案第６号
平成２５年３月１９日
総 務 課
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秋田市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則新旧対照表

改 正 案 現 行

（教育長への委任） （教育長への委任）

第１条 秋田市教育委員会（以下「教育委員会｣ 第１条 秋田市教育委員会（以下「教育委員会｣

という。）は、次に掲げる事項を除き、その という。）は、次に掲げる事項を除き、その

権限に属する教育事務を教育長に委任する。 権限に属する教育事務（秋田公立美術工芸短

期大学附属高等学院に係る教育事務を除く。)

を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理および執行の基 (1) 教育に関する事務の管理および執行の基

本的な方針に関すること。 本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定め (2) 教育委員会規則その他教育委員会の定め

る規程の制定又は改廃に関すること。 る規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の (3) 教育委員会の所管に属する学校その他の

教育機関の設置および廃止に関すること。 教育機関の設置および廃止に関すること。

(4) 教育委員会および教育委員会の所管に属 (4) 教育委員会および教育委員会の所管に属

する学校その他の教育機関の職員の任免そ する学校その他の教育機関の職員の任免そ

の他の人事に関すること。 の他の人事に関すること。

(5) 教育に関する事務の管理および執行の状 (5) 教育に関する事務の管理および執行の状

況の点検および評価に関すること。 況の点検および評価に関すること。

(6) 教育予算その他の議会の議決を経るべき (6) 教育予算その他の議会の議決を経るべき

議案についての意見の申出に関すること。 議案についての意見の申出に関すること。

(7) 小、中学校の通学区域の設定および変更 (7) 小、中学校の通学区域の設定および変更

に関すること。 に関すること。

(8) 教科書の採択に関すること。 (8) 教科書の採択に関すること。

(9) 市指定文化財の指定に関すること。 (9) 市指定文化財の指定に関すること。

(10) その他特に重要なこと。 (10) その他特に重要なこと。

以下 （略） 以下 （略）
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秋田市教育委員会公印規則の一部改正

第１ 改正理由

秋田公立美術大学附属高等学院に係る全ての事務を教育委員会が行う

ことに伴い、同学院の公印を定めるため、改正しようとするものである。

第２ 改正要旨

１ 別表関係

秋田公立美術大学附属高等学院に係る公印の種類、使用区分等およ

びそのひな形を定めるもの

２ 附則関係

施行は、平成25年４月１日からとするもの

定例会資料：議案第７号
平成２５年３月１９日
総 務 課
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秋田市教育委員会公印規則新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第３条 （略） 第１条～第３条 （略）

別表 別表

公印の種類 ひな 書体 寸法 印 使用区分 保 管 個 公印の種類 ひな 書体 寸法 印 使用区分 保 管 個

形 材 責任者 数 形 材 責任者 数

委員会印 (1) てん書 方30ミリ 木 委員会名をもって発 総務課長 １ 委員会印 (1) てん書 方30ミリ 木 委員会名をもって発 総務課長 １

メートル 印 する文書 メートル 印 する文書

委員会印 (2) てん書 方30ミリ 木 賞典関係文書（縦書 総務課長 １ 委員会印 (2) てん書 方30ミリ 木 賞典関係文書（縦書 総務課長 １

メートル 印 き) メートル 印 き)

委員会印 (3) てん書 方11ミリ 木 就学および卒業に関 総務課長 １ 委員会印 (3) てん書 方11ミリ 木 就学および卒業に関 総務課長 １

メートル 印 する文書 メートル 印 する文書

委員長印 (4) てん書 方24ミリ 木 委員長名をもって発 総務課長 １ 委員長印 (4) てん書 方24ミリ 木 委員長名をもって発 総務課長 １

メートル 印 する文書 メートル 印 する文書

委員長職務 (5) てん書 方24ミリ 木 委員長職務代行者名 総務課長 １ 委員長職務 (5) てん書 方24ミリ 木 委員長職務代行者名 総務課長 １

代行者印 メートル 印 をもって発する文書 代行者印 メートル 印 をもって発する文書

教育長印 (6) てん書 方24ミリ 木 教育長名をもって発 総務課長 １ 教育長印 (6) てん書 方24ミリ 木 教育長名をもって発 総務課長 １

メートル 印 する文書 メートル 印 する文書

教育長印 (7) てん書 方27ミリ 木 教育長名をもって発 総務課長 １ 教育長印 (7) てん書 方27ミリ 木 教育長名をもって発 総務課長 １

メートル 印 する文書 メートル 印 する文書

教育長職務 (8) てん書 方24ミリ 木 委員長職務代行者名 総務課長 １ 教育長職務 (8) てん書 方24ミリ 木 委員長職務代行者名 総務課長 １

代行者印 メートル 印 をもって発する文書 代行者印 メートル 印 をもって発する文書

課長印 (9) てん書 方21ミリ 木 課長名をもって発す 各課長 各 課長印 (9) てん書 方21ミリ 木 課長名をもって発す 各課長 各

メートル 印 る文書 １ メートル 印 る文書 １

室長印 (10) てん書 方21ミリ 木 室長名をもって発す 各室長 各 室長印 (10) てん書 方21ミリ 木 室長名をもって発す 各室長 各

メートル 印 る文書 １ メートル 印 る文書 １

館長印 (11) てん書 方21ミリ 木 館長名をもって発す 各館長 各 館長印 (11) てん書 方21ミリ 木 館長名をもって発す 各館長 各

メートル 印 る文書 １ メートル 印 る文書 １

所長印 (12) てん書 方21ミリ 木 所長名をもって発す 各所長 各 所長印 (12) てん書 方21ミリ 木 所長名をもって発す 各所長 各

メートル 印 る文書 １ メートル 印 る文書 １

学校印 (13) てん書 方30ミリ 木 卒業証書 各学校長 各 学校印 (13) てん書 方30ミリ 木 卒業証書 各学校長 各

メートル 印 １ メートル 印 １

学校長印 (14) てん書 方18ミリ 木 学校長名をもって発 各学校長 各 学校長印 (14) てん書 方18ミリ 木 学校長名をもって発 各学校長 各

メートル 印 する文書 １ メートル 印 する文書 １

学校長印 (15) てん書 方18ミリ 木 賞典関係文書（縦書 各学校長 各 学校長印 (15) てん書 方18ミリ 木 賞典関係文書（縦書 各学校長 各

メートル 印 き）および卒業証書 １ メートル 印 き）および卒業証書 １

学院印 (16) てん書 方30ミリ 木 卒業証書 秋田公立美術 １

メートル 印 大学附属高等

学院校長

学院校長印 (17) てん書 方18ミリ 木 秋田公立美術大学附 秋田公立美術 １

メートル 印 属高等学院校長名を 大学附属高等

もって発する文書 学院校長

学院校長印 (18) てん書 方18ミリ 木 賞典関係文書（縦書 秋田公立美術 １

メートル 印 き）および卒業証書 大学附属高等

学院校長
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公印のひな形 公印のひな形

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

(4) (5) (6) (4) (5) (6)

(7) (8) (9) (7) (8) (9)

(10) (11) (12) (10) (11) (12)

(13) (14) (15) (13) (14) (15)

(16) (17) (18)
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秋田市立学校授業料減免規則の一部改正

第１ 改正理由

秋田公立美術大学附属高等学院に係る全ての事務を教育委員会が行う

ことに伴い、規定を整備するため、改正しようとするものである。

第２ 改正要旨

１ 第３条関係（減免の手続および決定）

秋田公立美術大学附属高等学院の授業料の減免を受ける場合は、教

育委員会に願書等を提出しなければならないこととするもの

２ 附則関係

施行は、平成25年４月１日からとするもの

定例会資料：議案第８号
平成２５年３月１９日
学 事 課
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秋田市立学校授業料減免規則新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条および第２条 （略） 第１条および第２条 （略）

（減免の手続および決定） （減免の手続および決定）

第３条 授業料の減免を受けようとする者は、 第３条 授業料の減免を受けようとする者は、

次に掲げる書類を添えた願書を校長を経由し 次に掲げる書類を添えた願書を校長を経由し

て秋田市教育委員会に提出し、その許可を受 て秋田市教育委員会（秋田公立美術工芸短期

けなければならない。 大学附属高等学院にあっては、秋田公立美術

工芸短期大学事務局長。以下同じ。）に提出

し、その許可を受けなければならない。

(1) 家庭調書および戸籍の謄本又は全部事項 (1) 家庭調書および戸籍の謄本又は全部事項

証明書 証明書

(2) 市町村長の証明する資産および生活状況 (2) 市町村長の証明する資産および生活状況

調書 調書

２ 校長は、前項の願書を受理したときは、そ ２ 校長は、前項の願書を受理したときは、そ

の願書に意見書を付して秋田市教育委員会に の願書に意見書を付して秋田市教育委員会に

進達しなければならない。 進達しなければならない。

以下 （略） 以下 （略）
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秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院管理規則の一部改正

第１ 改正理由

校長職務代理者等について定めるとともに、秋田公立美術工芸短期大

学附属高等学院の校名変更等に伴い規定を整備するため、改正しようと

するものである。

第２ 改正要旨

１ 題名および第１条関係

校名変更に伴い、規定を整備するもの

２ 第２条から第７条まで、第９条および第10条関係

秋田公立美術大学附属高等学院に係る全ての事務を教育委員会が行

うことに伴い、規定を整備するもの

３ 第12条関係（副校長等）

(1) 副校長および教頭の職務について定めるもの

(2) 校長が不在の場合等の職務代理者について規定するもの

(3) 教諭その他の教員を置くことを明示するもの

４ 第13条関係（事務長等）

(1) 事務長は、他の事務職員等を監督することとするもの

(2) 事務職員その他の職員を置くことを明示するもの

５ 第14条関係（不在代決）

事務長は、校長、副校長等が不在で急を要する場合に限り、事務職

員等の時間外勤務、年次有給休暇等に関する事項を代決できることと

するもの

６ 第22条、第24条から第26条まで関係

秋田公立美術大学附属高等学院に係る全ての事務を教育委員会が行

うことに伴い、規定を整備するもの

７ 第27条関係（私事外国旅行の手続）

国内の１泊以上の旅行をする場合の届出制を廃止するもの

定例会資料：議案第９号
平成２５年３月１９日
学 事 課
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８ 第35条、第39条および第40条関係

秋田公立美術大学附属高等学院に係る全ての事務を教育委員会が行

うことに伴い、規定を整備するもの

９ 附則関係

施行は、平成25年４月１日からとするもの
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秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院管理規則新旧対照表

改 正 案 現 行

秋田公立美術大学附属高等学院管理規則 秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院

管理規則

第１章 総則 第１章 総則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び 第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第 運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第

33条の規定に基づき、秋田公立美術大学附属 33条の規定に基づき、秋田公立美術工芸短期

高等学院（以下「学校」という。）の管理運 大学附属高等学院（以下「学校」という。）

営の基本的事項を定めるものとする｡ の管理運営の基本的事項を定めるものとする｡

第２章 休業日 第２章 休業日

（休業日） （休業日）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 校長は、前項第４号から第６号までに規定 ２ 校長は、前項第４号から第６号までに規定

する休業日の日数により難い特別の事情があ する休業日の日数により難い特別の事情があ

るときは、あらかじめ休業日変更届出書を教 るときは、あらかじめ休業日変更届出書を秋

育委員会に提出し、その時期を変更し、又は 田公立美術工芸短期大学学長（以下「学長」

その日数を通算した範囲内でこれを増減する という。）に提出し、その時期を変更し、又

ことができる。 はその日数を通算した範囲内でこれを増減す

ることができる。

３ 校長は、第１項第７号の規定により休業日 ３ 校長は、第１項第７号の規定により休業日

を設けようとするときは、あらかじめ休業日 を設けようとするときは、あらかじめ休業日

届出書を教育委員会に提出しなければならな 届出書を学長に提出しなければならない。

い。

第２章の２ 学校評価 第２章の２ 学校評価

（学校評価） （学校評価）

第２条の２ 校長は、学校教育法施行規則（昭 第２条の２ 校長は、学校教育法施行規則（昭

和22年文部省令第11号）第189条において準用 和22年文部省令第11号）第189条において準用

する同令第68条の規定に基づき、４月末日ま する同令第68条の規定に基づき、４月末日ま

でに前年度における学校評価の結果を教育委 でに前年度における学校評価の結果を報告す

員会に報告するものとする。 るものとする。

２ 前項の規定に基づく報告は、学長および教

育委員会に対して行うものとする。

２ 前項に定めるもののほか、学校評価の実施 ３ 前２項に定めるもののほか、学校評価の実



- 16 -

に関し必要な事項は、別に定める。 施に関し必要な事項は、別に定める。

第３章 教育活動 第３章 教育活動

（教育課程の編成等） （教育課程の編成等）

第３条 （略） 第３条 （略）

２ 前項の規定により編成する教育課程は、次 ２ 前項の規定により編成する教育課程は、次

の各号に定める年間授業週数、週当たりの授 の各号に定める年間授業週数、週当りの授業

業時数および１単位時間を標準として編成す 時数および１単位時間を標準として編成する

るものとする。 ものとする。

(1) 年間授業週数 35週 (1) 年間授業週数 35週

(2) 週当たりの授業時数 30単位時間 (2) 週当りの授業時数 30単位時間

(3) １単位時間 50分 (3) １単位時間 50分

３ （略） ３ （略）

４ 校長は、第１項から第３項までの規定によ ４ 校長は、第１項から第３項までの規定によ

り教育課程を編成し、又は前項の規定により り教育課程を編成し、又は前項の規定により

授業の終始時刻を定めたときは、当該年度に 授業の終始時刻を定めたときは、当該年度に

係る次の各号に掲げる事項を記載した教育課 係る次の各号に掲げる事項を記載した教育課

程等年間計画書を作成し、４月末日までに教 程等年間計画書を作成し、４月末日までに学

育委員会に届け出なければならない。 長に届け出なければならない。

(1) 課程別学年別教育課程および特に校長が (1) 課程別学年別教育課程および特に校長が

定める教育活動の週当たりの授業時数 定める教育活動の週当りの授業時数

(2) 週当たりの授業時数 (2) 週当りの授業時数

(3) 授業の終始時刻 (3) 授業の終始時刻

５ 校長は、前年度における教育課程の実施状 ５ 校長は、前年度における教育課程の実施状

況について、毎学年度終了後１箇月以内に、 況について、毎学年度終了後１箇月以内に、

教育課程実施報告書を教育委員会に提出しな 教育課程実施報告書を学長に提出しなければ

ければならない。 ならない。

（校外行事） （校外行事）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ 前項の行事の実施に当たって、実施地が県 ２ 前項の行事の実施に当って、実施地が県外

外にあるときは、あらかじめ教育委員会に届 にあるときは、あらかじめ学長の承認を受け

け出なければならない。 なければならない。

（振替授業） （振替授業）

第５条 校長は、次の各号のいずれかに該当す 第５条 校長は、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、授業日と第２条第１項第１号から る場合は、授業日と第２条第１項第１号から

第３号までに掲げる休業日をそれぞれ振り替 第３号までに掲げる休業日をそれぞれ振り替

えることができる。 えることができる。

(1) 学校行事としての運動会、校内制作展お (1) 学校行事としての運動会、校内制作展お
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よび卒業制作展等恒例の行事を行う場合 よび卒業制作展等恒例の行事を行う場合

(2) あらかじめ授業日変更届出書により教育 (2) あらかじめ授業日変更届出書により学長

委員会に届け出た場合 に届け出た場合

（臨時休業） （臨時休業）

第６条 校長は、次の各号のいずれかに該当す 第６条 校長は、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、臨時に授業を行わないことができ る場合は、臨時に授業を行わないことができ

る。 る。

(1) 非常変災その他急迫の事情がある場合 (1) 非常変災その他急迫の事情がある場合

(2) 教育の実施上特に必要と認め、あらかじ (2) 教育の実施上特に必要と認め、あらかじ

め臨時休業承認申請書により教育委員会の め臨時休業承認申請書により学長の承認を

承認を受けた場合 受けた場合

２ 校長は、前項第１号の理由により授業を行 ２ 校長は、前項第１号の理由により授業を行

わないときは、直ちにその事情を教育委員会 わないときは、直ちにその事情を学長に連絡

に連絡するとともに、非常変災等臨時休業報 するとともに、非常変災等臨時休業報告書を

告書を提出しなければならない。 提出しなければならない。

（教科書の採択） （教科書の採択）

第７条 学校において使用する教科書（教科書 第７条 学校において使用する教科書（教科書

の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第 の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第

132号）第２条に規定する教科書をいう。以下 132号）第２条に規定する教科書をいう。以下

同じ。）は、教育委員会が採択したものでな 同じ。）は、学長が採択したものでなければ

ければならない。 ならない。

第８条 （略） 第８条 （略）

（教材の届出） （教材の届出）

第９条 校長は、教科書の発行されていない各 第９条 校長は、教科書の発行されていない各

教科・科目の主たる教材として教科用図書を 教科・科目の主たる教材として教科用図書を

使用しようとするときは、あらかじめ教科用 使用しようとするときは、あらかじめ教科用

図書使用届を教育委員会に届け出なければな 図書使用届を学長に届け出なければならない｡

らない。

２ 校長は、教材として副読本類の併用図書を ２ 校長は、教材として副読本類の併用図書を

使用する場合は、あらかじめ併用図書使用届 使用する場合は、あらかじめ併用図書使用届

出書を教育委員会に提出しなければならない｡ 出書を学長に提出しなければならない。

（懲戒） （懲戒）

第10条 （略） 第10条 （略）

２ 校長は、前項の規定により生徒の処分を行 ２ 校長は、前項の規定により生徒の処分を行

ったときは、その氏名、理由および期間を具 ったときは、その氏名、理由および期間を具
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して教育委員会に報告しなければならない。 して学長に報告しなければならない。

第11条 （略） 第11条 （略）

（副校長等） （副校長および教頭）

第12条 学校に副校長又は教頭を置く。 第12条 学校に副校長又は教頭を置く。

２ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務を

つかさどる。

３ 副校長は、校長に事故があるときはその職

務を代理し、校長が欠けたときはその職務を

行う。

４ 教頭は、校長および副校長を助け、校務を

整理し、および必要に応じ教育をつかさどる｡

５ 教頭は、校長および副校長に事故があると

きは校長の職務を代理し、校長および副校長

が欠けたときは校長の職務を行う。

６ 第１項に規定するもののほか、学校に教諭

その他の教員を置く。

（事務長等） （事務長の職）

第13条 学校に事務長を置く。 第13条 学校に事務長を置く。

２ 事務長は、校長の監督を受けて、庶務およ ２ 事務長は、校長の監督を受けて、庶務およ

び会計を統括し、他の事務職員等を監督する｡ び会計を統括する。

３ 第１項に規定するもののほか、学校に事務

職員およびその他の職員を置く。

（不在代決） （不在代決）

第14条 校長が不在のときは、副校長又は教頭 第14条 校長が不在のときは、副校長又は教頭

は、その事務を代決することができる。ただ は、その事務を代決することができる。ただ

し、重要又は異例に属する事項については、 し、重要又は異例に属する事項については、

この限りでない。 この限りでない。

２ 事務長は、校長、副校長および教頭が不在

のときは、急施を要するものに限り、次に掲

げる事項について、その事務を代決すること

ができる。ただし、重要又は異例に属する事

項については、この限りでない。

(1) 事務職員およびその他の職員の時間外勤

務および休日勤務に関すること。

(2) 事務職員およびその他の職員の年次有給

休暇に関すること。
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第15条～第21条 （略） 第15条～第21条 （略）

（職務に専念する義務の免除の手続） （職務に専念する義務の免除の手続）

第22条 職員は、職務に専念する義務の特例に 第22条 職員は、職務に専念する義務の特例に

関する条例（昭和26年秋田市条例第７号）第 関する条例（昭和26年秋田市条例第７号）第

２条の規定により職務に専念する義務の免除 ２条の規定により職務に専念する義務の免除

（以下「職務免除」という。）を受けようと （以下「職務免除」という。）を受けようと

するときは、あらかじめ職務免除承認申請書 するときは、あらかじめ職務免除承認申請書

を校長に提出し、その承認を受けなければな を校長に提出し、その承認を受けなければな

らない。ただし、校長の職務免除は教育長が らない。ただし、校長の職務免除は学長が承

承認する。 認する。

第23条 （略） 第23条 （略）

（職員の出張） （職員の出張）

第24条 職員の出張は、出張命令伺書により校 第24条 職員の出張は、出張命令伺書により校

長が命ずる。ただし、校長の出張については､ 長が命ずる。ただし、校長の出張については､

教育長が命ずる。 学長が命ずる。

２および３ （略） ２および３ （略）

（事務引継） （事務引継）

第25条 校長は、転任、休職又は退職を命ぜら 第25条 校長は、転任、休職又は退職を命ぜら

れたときは、その事務を後任者に引き継ぐと れたときは、その事務を後任者に引き継ぐと

ともに、速やかにその事務についての事務引 ともに、速やかにその事務についての事務引

継書を作成し、教育長に届け出るものとする｡ 継書を作成し、学長に届け出るものとする。

（赴任） （赴任）

第26条 職員は、新たに採用され、又は転任を 第26条 職員は、新たに採用され、又は転任を

命ぜられたときは、その命令を受けた日から 命ぜられたときは、その命令を受けた日から

７日以内に着任しなければならない。ただし､ ７日以内に着任しなければならない。ただし､

特別の事由により校長にあっては教育長の、 特別の事由により校長にあっては学長の、校

校長以外の職員にあっては校長の承認を受け 長以外の職員にあっては校長の承認を受けた

たときは、この限りでない。 ときは、この限りでない。

（私事外国旅行の手続） （私事旅行の手続）

第27条 第27条 職員は、私事のため居住地を離れて１

泊以上にわたる旅行をしようとするときは、

私事旅行届により校長にあっては学長に、校

長以外の職員にあっては校長に届け出なけれ
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ばならない。

職員は、外国に私事旅行しようとするとき ２ 職員は、外国に私事旅行しようとするとき

は、当該旅行の１箇月前までに、海外旅行申 は、当該旅行の１箇月前までに、海外旅行申

請書を校長にあっては教育長、校長以外の職 請書を校長にあっては学長、校長以外の職員

員にあっては校長に提出し、その承認を受け にあっては校長に提出し、その承認を受けな

なければならない。 ければならない。

第28条～第34条 （略） 第28条～第34条 （略）

（施設等の滅失、破損） （施設等の滅失、破損）

第35条 校長は、学校の施設又は設備が滅失し､ 第35条 校長は、学校の施設又は設備が滅失し､

又は破損したときは、速やかに教育委員会に 又は破損したときは、速やかに秋田公立美術

報告しなければならない。 工芸短期大学事務局長（以下「事務局長」と

いう。）に報告しなければならない。

第36条～第38条 （略） 第36条～第38条 （略）

（服務報告） （服務報告）

第39条 校長は、毎月職員の服務状況を翌月の 第39条 校長は、毎月職員の服務状況を翌月の

５日まで、服務報告書により教育委員会に報 ５日まで、服務報告書により事務局長に報告

告するものとする。 するものとする。

（入学者等の報告） （入学者等の報告）

第40条 校長は、入学を許可したものについて､ 第40条 校長は、入学を許可したものについて､

速やかに生徒入学報告書を教育委員会に提出 速やかに生徒入学報告書を学長に提出しなけ

しなければならない。 ればならない。

２ 校長は、休学、復学又は退学を許可したも ２ 校長は、休学、復学又は退学を許可したも

のについて、速やかに生徒異動報告書により のについて、速やかに生徒異動報告書により

教育委員会に提出しなければならない。 学長に提出しなければならない。

以下 （略） 以下 （略）
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秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院学則の一部改正

第１ 改正理由

秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院の校名変更に伴い、規定を整

備するため、改正しようとするものである。

第２ 改正要旨

１ 題名および第１条関係

校名変更に伴い、規定を整備するもの

２ 附則関係

施行は、平成25年４月１日からとするもの

定例会資料：議案第10号
平成２５年３月１９日
学 事 課
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秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院学則新旧対照表

改 正 案 現 行

秋田公立美術大学附属高等学院学則 秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院

学則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、別に定めるもののほか、 第１条 この規則は、別に定めるもののほか、

秋田公立美術大学附属高等学院（以下「学 秋田公立美術工芸短期大学附属高等学院（以

校」という。）の組織および運営に関し必要 下「学校」という。）の組織および運営に関

な事項を定めるものとする。 し必要な事項を定めるものとする。

以下 （略） 以下 （略）
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秋田市立御所野学院中学校、高等学校管理規則の一部改正

第１ 改正理由

御所野学院中学校および高等学校で編成する教育課程の基準を改める

ため、改正しようとするものである。

第２ 改正要旨

１ 別表第１関係

御所野学院中学校における各教科の年間標準時数等を改めるもの

２ 別表第２関係

御所野学院高等学校における各教科の年間標準単位数等を改めるも

の

３ 附則関係

施行は、平成25年４月１日からとするもの

定例会資料：議案第11号
平成２５年３月１９日
学 事 課
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。
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地蔵田遺跡出土品展示施設管理運営規則の設定

第１ 設定理由

地蔵田遺跡出土品展示施設（以下「展示施設」という。）の開館時間、

休館日等を定めるため、この規則を設定しようとするものである。

第２ 要旨

１ 第１条関係（趣旨）

この規則は、地蔵田遺跡出土品展示施設の管理運営に関し必要な事

項を定めることとするもの

２ 第２条関係（開館時間）

展示施設の開館時間を定めるもの

３ 第３条関係（休館日）

展示施設の休館日を定めるもの

４ 第４条関係（遵守事項）

展示施設に入館する者が遵守しなければならない事項を定めるもの

５ 第５条関係（委任）

この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定めることとする

もの

６ 附則関係

施行は、平成25年４月27日からとするもの

定例会資料：議案第12号
平成２５年３月１９日
文 化 振 興 室
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秋田市指定文化財の指定について

次の物件について、指定候補として秋田市文化財保護審議会に諮問したところ、

文化財として指定すべきであるとの答申があったため、秋田市指定文化財に指定し

ようとするものである。

１ 指定しようとする物件

(1)秋田城跡出土胞衣壺 一括

(2)聲体寺亀趺碑 １基

２ 文化財保護審議会における審議の概要

平成24年７月から11月まで３回にわたって開催した秋田市文化財保護審議会に

おいて、指定候補物件の調査および審議を行った。その審議結果に基づき、平成

25年２月13日開催の審議会に、平成24年度の文化財指定について諮問したところ、

指定候補物件２件は、市内に所在する貴重な価値をもつ文化財であることから、

秋田市指定文化財に指定すべきであるとの答申がなされたものである。２件の内

容は以下のとおりである。

(1)秋田城跡出土胞衣壺

胞衣壺は、平成５年に秋田城外郭東門から政庁に至る東大路の調査（第60次
え な つぼ

発掘調査）で検出したＳＸ1305土器埋設遺構から出土した。

胞衣壺は蓋がされ、内部は密閉された中空の状態で、茶褐色の物質、萬

年通寶５枚、鉄片が確認された。この茶褐色の物質を分析した結果、胎児由

来の血液成分の存在が確認され、血液型がＢ型の男子の可能性がある。

本胞衣壺は、全国的にも出土例が少ない奈良時代中頃の完形の胞衣壺である。

また、秋田城内で、子どもの健やかな成長と立身出世を願う、胞衣納めの祭祀

が行われていたことを示すものとして貴重である。

(2)聲体寺亀趺碑

亀趺碑は、聲体寺の山門右側に建てられている石碑で、天保飢饉の犠牲者
き ふ しようたいじ

の供養と、その際に食料調達に尽力した秋田藩家老小野岡義音の功績の顕彰と
よし ね

いう二つの性格を有している。義音の家中であった梶山音信が嘉永２年（1849）
おんしん

に建立し、碑文撰文者は藩校明徳館教授を務めた西宮先である。
にしのみやせん

本亀趺碑は、左側面には天保飢饉の際の藩内の様子や藩の対応が詳述され、

犠牲者を悼む言葉が続く。そして食料調達の任に当たった義音の功績を称え、

その死を悼む内容が、記されている。右側面には深雪で墓参ができない時に礼

拝できる場所として建立されたという経緯が、正面には時宗の六字名号「南無

阿弥4�仏」が記されている。

現在、県内で他に亀趺碑は確認されていないことから、本亀趺碑は稀少なも

のである。加えて、日本の亀趺碑の多くが大名や寺社の事蹟を顕彰するもので

あるのに対し、本亀趺碑は家老個人の事蹟を顕彰すると共に飢饉の犠牲者を供

養することが主眼とされているのが特徴である。秋田藩の武家社会において亀

趺碑の存在と意義が認識され、建立されたという事実を知ることができると共

に、天保飢饉への藩の対応と成果について、同時代人がどのように評価してい

たかを窺い知ることができる資料として貴重である。

定例会資料：議案第13号
平成２５年３月１９日
文 化 振 興 室
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「秋田城跡出土胞衣壺」について

１ 名 称 秋田城跡出土胞衣壺

２ 員 数 一括 （須恵器短頸壺 １点、須恵器蓋 １点、萬年通寶 ５枚、

鉄片残欠）

３ 種 別 有形文化財（考古資料）

４ 所 在 地 秋田市寺内大畑４番１号 秋田城跡出土品収蔵庫

５ 所 有 者 秋田市

６ 寸 法 壺 高さ１５.４㎝、最大径２０.２㎝、法量約３,５００cc

蓋 高さ３.８㎝、口径１３.６㎝

萬年通寶 周縁外径２.６㎝、周縁内径２.１㎝、厚さ０.１５㎝、

方孔１辺０.６５㎝

７ 年 代 ８世紀後半

８ 説 明

胞衣壺は、平成５年に秋田城外郭東門から政庁に至る東大路の調査（第６０次発
え な つぼ

掘調査）で検出したＳＸ１３０５土器埋設遺構から出土した。

ＳＸ１３０５土器埋設遺構は、調査地南東部の第１６層黄褐色砂整地層面で検出

された。径４０㎝、深さ２８㎝の円形の掘り込みの中に胞衣壺を正立の状態で埋設

していた。埋土は混入物の少ない黄褐色砂で、第１６層に類似する。

胞衣壺は蓋がされ、内部は密閉された中空の状態で、底部に厚さ５㎜程度の

弾力のある茶褐色の物質が堆積していた。この茶褐色の物質を分析した結果、胎
（註１）

児由来の血液成分の存在が確認され、血液型がＢ型の男子の可能性がある。その

物質の下に、５枚の萬年通寶が確認された。萬年通寶は底面に密着しており、

全て貨銘を上面にして方向はほぼ北に向けて置かれていたが、位置関係につい

ては、規則性は認められない。しかし、胞衣と併納物である貨幣について、松村

恵司氏は方位に関係する信仰が関係していた可能性を指摘している。
（註２）

萬年通寶の貨面には、胞衣を包んだと考えられる織物の圧痕が鮮明に認めら

れ、織り目のきめ細かさから絹と推測される。その他、壺体内底面から５㎜程度

の鉄片が確認されたが、小片のため何の破片であるかは不明である。

胞衣壺は蓋付きの須恵器短頸壺で、蓋は扁平なツマミが付き天井外面全体にケズ

リ調整を施したもので、切り離しは不明である。外面全体にゴマふり状の自然釉が

かかり、内面には短頸壺の口唇部との密着による痕跡が認められる。壺は台部が

欠損したいわゆる薬壺形の短頸壺である。肩部には蓋と同様に、ゴマふり状に

自然釉がかかり、体部下半は粗い手持ちケズリを施している。いずれも８世紀

第３四半期の製作と考えられ、秋田地域では、須恵器を生産した上新城丘陵の新

城窯跡群や手形山台地の手形山窯跡が操業を開始しており、同時期の同様な調整が

施された須恵器短頸壺が出土している。
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胞衣壺埋納時期は、須恵器の年代が８世紀第３四半期の製作であることや、萬年

通寶初鋳年代、ＳＸ１３０５土器埋設遺構の掘り込み面などから、天 平 宝字４年
てんぴょうほう じ

（７６０）から神護景雲４年（７７０）と考えられる。
じん ご けいうん

奈良時代の胞衣壺は、福島県のうまや遺跡（須賀川市指定有形文化財（考古資

料））、奈良県の平城京跡、京都府の長岡京跡、大阪府の 畑 ヶ田遺跡、鳥取県の諏訪山
はたけ だ す わ やま

ノ 後 遺跡などから出土しているが、東北の古代城柵官衙遺跡では未発見である。
うしろ

本胞衣壺は、東北の古代城柵官衙遺跡では初めての出土例であり、全国的にも出

土例が少ない奈良時代中頃の完形の胞衣壺である。また、秋田城内で、子どもの健

やかな成長と立身出世を願う、胞衣納めの祭祀が行われていたことを示すものとし

て貴重である。

註１

胞衣壺の中に堆積していた茶褐色の物質の分析を秋田大学医学部法医学教室吉岡尚文氏に依

頼した（詳細は後述）。

註２

松村氏は、「出土銭貨」（『日本の美術 第５１２号』 ２００８.１２）の中で、「土器に納め

た銭貨の枚数は、それを献じる神々に対応するのであろう。４文は東西南北四方の神々に、５

文はそれに中央の神を加えたもの、７文はさらに天と地を加えたものと考えられる。」と述べ

ている。

（参考）

１ 秋田城跡

秋田城跡は、市街地北部の標高３０～５０ｍの高清水丘陵に立地する、奈良時代

から平安時代にかけて東北地方の日本海側（出羽国）に置かれた大規模な地方官庁

の遺跡で、古代の政治・軍事・文化の中心地であった。

天平５年（７３３）に、秋田村高清水岡に遷された当初は「出羽柵」、天平宝字
いではの き

４年（７６０）ごろに秋田城と呼ばれるようになった。奈良時代には出羽国の国府

が置かれ、津軽・渡嶋のほか、大陸の渤海国など対北方交易・交流の拠点としても

重要な役割を果たしていたと考えられている。

昭和１４年には、遺跡の重要性が認められ、約９０haが国の史跡に指定された。

昭和３４年から３７年まで国が直接発掘調査を行い、４７年からは市教育委員会

が継続して調査している。調査により東西・南北約５５０ｍの不整方形の範囲を外

郭の塀が巡り、中心部に東西９４ｍ、南北７７ｍに区画された政庁域があることが

判明した。また、外郭東門跡・西門跡、水洗厠舎跡などを始めとする多くの遺構が

検出され、土器や瓦・木製品・金属製品のほか、木簡「天平六年月」などのＳＥ

４０６井戸跡出土品（県指定有形文化財）・和同開珎銀銭（県指定有形文化財）な
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どの多くの遺物が出土している。

２ 胞衣壺の性格

胞衣納めは、生まれてきた子どもの健康と成長そして出世を祈る儀式である。お

産の時の後産である胞衣を水や酒・酢で洗い清めて布や絹で包み、男子であれば墨

や筆・刀子等、女子であれば針や糸・紡錘車等、そして共通するものとして銭貨数

枚を一緒にして壺や桶に入れる。古代にはそれを住居の内部又は外部に埋納された。

中世になると、住居内外に埋納した他、近くの山に埋納したり、建物の柱や天井に

結び付けられたりもした。

古代から中世には、胞衣と子どもは同じ母胎から生まれたものであり、住居の近

くに丁重に埋納するという考えがあったのに対し、近世から近代では出産に伴う穢

れ物の一部であるという考えもあったようである。

３ 茶褐色の物質の分析①

(1) 血液成分の含有について

オルトトルイジン試薬による発色検査を行った結果、資料には陽性を示すも

の、陰性を示すものが混在するが、総合的には血液様物質を含有するといえる。

(2) 血液様成分の人由来について

人の成分に対する各種抗体を用い、検査資料中にそれら抗体と反応する抗原

があるかどうかを二元免疫拡散法ならびに一元免疫拡散法（アガロースプレー

ト使用）によって検査した。

その結果、二元免疫拡散法では抗臍帯血溶血液血清ならびに抗体トアルブミ

ン血清と資料のツィーン２０抽出液との間に極めて淡く、沈降線の形成が認め

られた。また、一元免疫拡散法では、抗ヒトヘモグロビンＡ血清とツィーン２

０抽出液との間に小さいながら沈降輪が形成された。上記の検査とは別に、資

料の小片を各別に抗ヒトヘモグロビンＡ血清、抗ヒトヘモグロビンＦ血清およ

び抗体臍帯血球膜血清の含有アガロース板上に直接おき、沈降物形成の有無を

顕微鏡下に観察したところ、抗ヒトヘモグロビンＡ含有アガロースと資料小片

の一つに沈降物がわずかに認められた。

更に、臨床検査で用いる便潜血反応試薬キット（市販品）を用い資料中にヒ

トヘモグロビンを含有するかどうかを検査した。ラテックス凝集法により明ら

かな陽性を示した。しかし、モノクロナール抗体法では陰性であった。

以上の一連の成績より、資料中にはヒトの血液成分が存在するものと判断さ

れる。また、血液成分は胎児のものである可能性が高い。

(3) 血液型の検査

資料の小片を微細化し、解離試験を行った。しかし、再現性に乏しく、正確

な判定は困難であった。このことは真に判定できない場合、複数の血液型が混
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在している場合などが考えられるが、印象としては判定ができない（超陳旧資

料のため型物質が変性、破壊）と考える。

上記の方法とは別に資料を緩衝液に溶解し、ＳＤＳ．ＰＡＧＥ（電気泳動法）

後、膜転写し、膜について血液型判定用モノクロナール抗体、血液型関連レク

チンとの反応を試みた。

この成績からも被検資料中の血液物質の血液型を特定することは困難であっ

た。

(4) ＤＮＡ検査

資料の一部を信州大学医学部法医学教室 福島弘文教授に送付し、ＤＮＡ分

析による性別判定およびＡＢＯ式血液型判定を依頼した。その結果、性別や血

液型を判定し得るためのＤＮＡ領域は増幅されなかった。おそらく資料が極め

て古いことや保存条件などに起因してＤＮＡが殆ど変質していた可能性が考え

られる。一方、ミトコンドリア由来のＤＮＡは増幅され、これとヒト由来ミト

コンドリアＤＮＡを対照として電気泳動すると共通バンドを認めた。ところが、

サルなどにも本バンドが出現することから、増幅されたミトコンドリアＤＮＡ

は人間のものである可能性は高いが断定できないものである。ただし、前述の

１と２の検査結果とを併わせ考えると、人間由来の成分と考えても矛盾はない

といえる。由来組織が何であるかは全く判断できない。

(5) 結論

ア 検査資料には人の血液成分が存在するものと考えられる。この血液成分は

胎児由来である可能性が高い。また、血液成分以外にどのような組織が存在

するかを確定することは困難である。

イ 血液成分のＡＢＯ式血液型を特定することは困難である。

４ 茶褐色の物質の分析②

(1) 性別判定

胞衣壺内資料から得たＤＮＡを鋳型としてＸ染色体上のＤＸＺ１遺伝子とＹ

染色体上のＤＹＺ３遺伝子の増幅を試みたところ、１回目のＰＣＲではバンド

の確認は困難であった。そこで１回目の反応液の一部を鋳型として再びＰＣＲ

を行ったところ、対照として、Ｘ染色体上のＤＸＺ１遺伝子は女性血液由来Ｄ

ＮＡ、Ｙ染色体上のＤＹＺ３遺伝子は男性血液由来ＤＮＡを鋳型としてＰＣＲ

を行った。胞衣壺内資料から得られたＤＮＡを鋳型としたＰＣＲ産物はそれぞ

れの対照と同じサイズのＤＸＺ１およびＤＸＺ３遺伝子の増幅が認められた。

すなわち男性由来のものと判定された。

(2) ＡＢＯ式血液型検査

胞衣壺内資料から得られたＤＮＡを鋳型として各プライマーセットでＰＣＲ

を行ったところ、１回目のＰＣＲでは増幅産物の観察は困難であった。そこで
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１回目の反応液の一部を鋳型として再びＰＣＲを行ったところ、目的のサイズ

のバンドが認められたが、副反応によるバンドも認められ、ＡＢＯ式血液型判

定は困難であった。分解されたＤＮＡの短いフラグメントの影響によるものと

考えられた。そこで、胞衣壺内資料から得られたＤＮＡを１Ｋｂ以上と１Ｋｂ

以下に分け、１Ｋｂ以上のＤＮＡを鋳型にしてＰＣＲを行った。２６１－Ｏ、

７０３－ＡＯおよび５２６－Ｂの３種のプライマーセットではＡＡ、ＢＯ、Ａ

Ｂ、ＢＢおよびＯＯとＡＯの何れかの５種の遺伝子型が決定できる。胞衣壺内

資料から得られたＤＮＡを鋳型とした場合、３種のプライマーセットでそれぞ

れ増幅バンドが得られたことにより、遺伝子型はＢＯと判定した。従って、Ａ

ＢＯ式血液型検査はＢ型となる。

(3) 結論

ア 性別は男性と判定される。

イ ＡＢＯ式血液型はＢ型（ＢＯタイプ）と判定される。
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史跡秋田城跡出土胞衣壺



-38-

「聲体寺亀趺碑」について

１ 名 称 聲体寺亀趺碑

２ 員 数 １基

３ 種 別 有形文化財（歴史資料）

４ 所 在 地 秋田市保戸野鉄砲町３番４４号

５ 所 有 者 宗教法人 聲体寺

代表役員 常盤 誠

６ 石 質 宝珠・請花：凝灰岩、笠石・碑身・亀趺・台座：輝石安山岩

７ 寸 法 全体 幅１５５㎝、奥行１５９㎝、高さ２４７㎝

笠石 幅１０２cm、奥行１２１cm、高さ３８cm

碑身 幅４５cm、奥行４３cm、高さ１０８cm

亀趺 長径１００cm、短径８５cm、高さ４０cm

台座 上段 幅１０６cm、奥行１０６cm、高さ３５cm

下段 幅１５５cm、奥行１５９cm、高さ６cm

８ 建立年代 嘉永２年（１８４９）

９ 説 明

亀趺碑は、聲体寺の山門右側に建てられている石碑で、天保飢饉（１８３３～
き ふ しようたいじ

１８３６）の犠牲者の供養と、その際に食料調達に尽力した秋田藩家老小野岡義音
よし ね

（？～１８４５）の功績の顕彰という二つの性格を有している。義音の家中であっ

た梶山音信（？～？）が嘉永２年（１８４９）に建立したもので、碑文撰文者は藩
おんしん

校明徳館教授を務めた西宮先（１８００～１８５３）である。
にしのみやせん

本亀趺碑は、左側面・右側面・正面に碑文が刻まれており、左側面には天保飢饉

の際の藩内の様子や食料調達のための藩の対応が詳述され、犠牲者を悼む言葉が続

く。そして食料調達の任に当たった義音の功績を称え、その死を悼む内容が記され

ている。右側面には深雪で墓参ができない時に礼拝できる場所として建てられたと

いう建立の経緯が記されている。正面には時宗の六字名号「南無阿弥4�仏」が彫ら

れ、個人の顕彰碑であると同時に死者の供養碑でもあることが特徴である。

石質は宝珠と請花は凝灰岩、それ以外は輝石安山岩である。凝灰岩の産地は不明

であり、輝石安山岩の産地は寒風山の可能性が高い。笠石と碑身、亀趺とでは色合

い、質感などが異なるが、これは雨水による酸化の結果生じたものであり、もとも
(註１)

とは同一の地で産した同一の石材であったと考えられる。

これらのうち、碑身と亀の接続部分の修復については、昭和５８年（１９８３）

の日本海中部地震の後に行われていたことを付近住民が記憶していたが、地震での
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被害の程度など詳細は不明である。その他の箇所については、いずれも修復時期は

不明である。

現在のところ秋田県内で他に亀趺碑の存在は確認されていないことから、本亀趺

碑は稀少なものであると言える。加えて、日本における亀趺碑の多くが大名や寺社

の事蹟を顕彰するものであるのに対し、本亀趺碑は家老個人の事蹟を顕彰すると共

に飢饉の犠牲者を供養することが主眼とされているのが特徴である。秋田藩の武家

社会において亀趺碑の存在と意義が認識され、それが建立されていたという事実を

知ることができる資料であると共に、天保の飢饉に際しての秋田藩の対応と成果に

ついて、同時代人がどのように評価していたかを窺い知ることができる資料として

貴重である。

註１

石質については、秋田地学教育学会事務局長である資源学博士藤本幸雄氏に調査していただ

いた内容をまとめたものである。
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（参考）

１ 亀趺碑

(1)亀趺碑とは

亀を模した趺石（台石）のことであり、その上に碑身を置く亀趺碑は中国の南

北朝時代、南朝の梁（５０２～５５７）で初めて登場した。唐（６１８～９０７）
なんちよう りよう

では、五品以上の者に限って亀趺碑を建てることが許され、以降、貴族や官僚階
ご ほん

級の特権とされた。朝鮮半島では新羅（３５６～９３５）の時代に唐に倣って作
し ら ぎ

られはじめ、中国の場合と同様に一定以上の高い身分のものに限られたが、寺院

や僧侶の顕彰碑として建てられたものもある。日本では、江戸時代に大名家など

が大型墓葬をするにあたっての墓前碑として、また、寺社や先人の顕彰碑として

建てられている。

(2)形状

笠石は北東の角および北西の角の先端部分がそれぞれ欠損している。また、右

側面および左側面南側に亀裂が入っている。碑身は中央部に亀裂が入り修復され

ている。正面および左側面には数か所の小さな欠損部分がある。亀趺は亀の頭部

が欠損している。付近住民の証言によれば６０年以上前から頭部がない状態だっ

たとのことである。寺側にも資料は残っておらず、当初の形状や欠損時期、欠損

した理由などについての詳細は不明である。また、尾の先端がわずかに欠損して

おり、碑身と亀の接続部分、亀の左前脚と右後脚の付け根には修復した跡がある。

そのほか、右前脚は本来のものが失われ、修復されている。台座は北面の亀の尾

の下部に大きな欠損部分があり、正面に亀裂が入っている。また、亀の腹部と台

座の間には固定するための補修がなされている。

(3)位置

亀趺碑の当初の設置位置については明確な資料が残っていないが、付近の住民

の証言により６０年以上前から現在地にあったことが分かっている。右側面の碑

文の内容によれば、当初から山門前に建てられたことになり、設置当初の位置か、

それに近い地点に現在も建っている可能性が高いと考えられる。

２ 碑文

(1)原文
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(2)解釈

ア 左側面

天保癸巳四(1833)年、奥羽地方に大飢饉が起こった。本藩（秋田藩）はこの

うえなくその飢饉の害を被った。そのため秋田藩は藩の米倉を大いに開放し、

米穀を施して飢民を救おうとした。しかし食料は足りなかった。そこで秋田

藩はただちに摂津・越後から米を買い付けることを布告した。時の家老で、

秋田藩主佐竹氏の一族である小野岡義音君は主君の命を受けて正月に秋田藩

を出発し、自ら霜雪を押し切り、冬の星降る夜を通して摂津の国に向かった。

義音は摂津の国の豪商らと相談し、秋田藩まで購入米を運ばせることとした。

（
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摂津の国からの舟が数十艘数百艘と、相次いで連なって秋田藩の土崎港に入

港する様子は中国の故事「汎舟之役」（穀物移送船が国都から国都へ相続く意）

を上回る賑わいであった。米を積んだ舟は二月に土崎港に入り、ひっくりか

えって沈んだりしたものは１隻もなかった。秋田藩ではすぐに役人に郡県（領

内）の人口を数えさせ、備蓄の穀物と取り寄せた米を合わせて、郡内に均等

に分け与えた。かくして郡内の食糧が不足していた人々は飢えから免れるこ

とが出来た。翌年天保甲午五(1834)年に流行病が発生し、老人や病弱な者が

数百人も死んだ。ああ何と悲しいことよ。家老（義音）は弘化二(1845)年九

月十八日に亡くなった。戒名は寛徳院仁嶽松翁居士という。その言動の善美

なさまは国の歴史に名を刻み、人々の言葉に上るほどに顕著なものとなった。

イ 右側面

本寺の後方の庭園は広く、墓地は極めて広大である。しかも真冬や初春の頃

は積雪が深く、脛が隠れるほどである。したがって人々は墓参ができず、遠

くから寺の中に花を投げ入れ、空に向かって礼拝するだけであった。これは

子孫の心配りとすることであろうか。ここに嘉永己酉二(1849)年、梶山音信

（小野岡義音の家来であった）が山門の前に妙経塔（亀趺碑）を建てる。今

後、深雪で墓参ができない時は山門の前を香火を焚き、礼拝する場所にする

こととした。かくして音信の願っていた通りとなった、という。

以上、西宮先が（碑左側面の碑文に続き）さらに書き記した。

(3)内容の歴史的検討

碑文の解釈は前項のとおりであるが、碑文内容そのものの真偽について検討し

た結果、次のように２点の疑問が生じた。まず第１点として小野岡義音が家老の

立場から飢饉対策のため緊急に米の買い付けを命じられ、秋田を出発したのは、

天保５年１月１２日で、目的地の大坂に到着したのは３月４日のことであった（『渋

江和光日記』、『黒澤家日記』）。４月１１日、１４日の２度の渋江和光への手紙の

中で、米の買い付けのことには全く触れておらず、逆に、内密に須磨・明石を見

物したことが書かれているのみである。このことから、碑文にあるように小野岡

の努力で天保５年の２月に秋田の湊に大量の米が船で送られてきたとの内容は、

疑わしいことになる。

更に第２点として、天保５年５月１６日、藩が示した「御条目並執達」による

と、天保５年２月に発生した江戸の大火で被害を受けた諸藩が大坂で借金をさか

んに行っていたため、小野岡による秋田藩の米の買い付けは困難な様子と伝えて

いる。
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以上の２点から、天保５年２月から５月までの間、小野岡義音が大量の米の買

い付けに成功し、秋田に米が輸送された結果、領民が飢餓から解放された事実は

確認できず、碑文の内容には事実と異なる部分が多いと言わざるを得ない。しか

し、碑文中にある「人口調査を行い、備蓄の穀物と取り寄せた米を合わせて、領

内の食糧が不足していた人々に均等に分け与えた」との政策（家口米仕法）の実
か こ う ま い し ほ う

施など、藩当局が領民救済のためどのような施策を展開したかの一端をこの碑文

から知ることはできる点において、文化財としての価値は高いと認めることがで

きると判断した。

３ 聲体寺

慶長１７年（１６１２）、時宗総本山清浄光寺３２世普光（１５４１～１６２６）

の弟子であった義山（？～１６３２）が開山した。普光は佐竹氏１２代当主の義人
よしひと

（１４００～１４６８）の四男義森（？～？）の子、小野岡義高（？～？）の三男
よししげ

で、義人の曾孫にあたる。義山は普光の甥であり、慶長１５年（１６１０）、普光に

より秋田へ遣わされた。この義山を秋田藩初代藩主である佐竹義宣（１５７０～１

６３３）が秋田に留めおき、聲体寺を造立した。

天保８年（１８３７）に那波三郎右衛門宅・紹陸院・真敬寺とともに天保飢饉死

亡者の大供養会読経が行われている。

４ 時宗

鎌倉時代末期に興った仏教の一宗派。開祖の一遍（１２３９～１２８９）は「南

無阿弥陀仏」の念仏を唱えれば往生できると説き、諸国を遊行した。一遍の没後は

門弟が遊行を受け継ぎ、宗主は遊行上人と呼ばれた。佐竹氏は常陸時代に時宗寺院

である太田浄光寺を菩提所とするなど関わりが深く、これを厚く保護した。遊行上

人の秋田藩への遊行は少なくとも１３回あり、本亀趺碑が建てられた嘉永２年

（１８４９）にも遊行活動がなされている。

５ 六字名号

正面の六字名号については、時宗において特に重要視されるものである。ただし、

六字名号の碑を建立することに信仰上の特段の意義があるわけではなく、時宗の教

義を踏まえて建立したものというよりは、本寺の檀家であった梶山音信が、設置場

所に相応しい字句として彫り込んだものでないかと推測される。ちなみに、時宗寺

院において亀趺碑を建てている例は、現在のところ他に確認されていない。

６ 小野岡義音
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右衛門、大和と称する。秋田藩９代藩主佐竹義和（１７７５～１８１５）、１０代

藩主義厚（１８１２～１８４６）に仕え、享和３年（１８０３）～文政２年

（１８１９）、天保４年（１８３３）に、秋田藩の家老を務めた。

菩提寺は聲体寺である。

７ 梶山音信

小野岡義音の家中。梶山氏はもと佐竹氏の直臣であったが、その一族梶山肥後（？

～？）が命じられて小野岡義従（？～？）に仕えて秋田転封に随行し、その子孫は

小野岡家に仕えた。

８ 西宮先

寛政１２年（１８００）～嘉永６年（１８５３）。奎斎と号する。今宮摂津守家組

下であり、代々菅沢町（現仙北市角館町田町）に住む。文政９年（１８２６）、御学
すがさわ

館詰役並となり久保田へ移る。天保１０年（１８３９）、藩校明徳館の教授並となり、

弘化３年（１８４６）、教授に就任する。書をよくし殊に隷書にすぐれ篆刻を巧みと

した。
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聲体寺亀趺碑
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碑身正面

碑身左側面

碑身右側面


